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はじめに

　ここ数年、PPP/PFI、公共施設マネジメント、公民連携、Park-PFI、
サウンディングなど、新しい概念が急速に広まってきている。人事異動で
こうした業務を担当することになった職員の方々は、「何をすればいいん
だろう」と困惑しているのではないか。その困惑の原因は、一見、こうし
た業務が新しい仕事に見えるからではないだろうか。マニュアルや教科書
もなく、自治体内部に経験知もなければ前任者も存在しない。また、多少
の経験や関心のある職員の方々は、行財政改革の流れを受けて事務事業の
凍結・公共施設の総量削減といったネガティブで困難な業務だと感じ、心
が重くなっていないだろうか。

　公共施設等の管理・更新は社会問題となっており、人口減少・少子高齢
化・財政の逼迫などの行政を取り巻く環境は厳しい。更には2020年に世界
中で猛威を振るった新型コロナウイルスへの対応なども含め、自治体経営
が困難な局面に晒されていることは間違いない。
　戦後の焼け野原からバブルの頂点まで、わずか数十年間で先進国へ復興
してきた日本の護送船団方式・中央集権・単年度会計・現金主義・計画行
政は、勤勉・実直な国民性を背景に機能してきたことは間違いない。しか
し、こうした方法論は経済の強烈な右肩上がりを前提としたものであり、
成熟社会へシフトチェンジしたなかでは通じない・対応できない事象が頻
発するようになってきた。コスト削減を中心に据えた行財政改革に活路を
見出そうと全国の自治体が取り組んだが、削減一辺倒の取り組みには限界
が訪れるとともに、まちの活力・クリエイティビティも奪っていった。
　こうした状況下で笹子トンネルの崩落事故が発生し、インフラ老朽化対
策に向け全ての自治体を対象に公共施設等総合管理計画の策定要請がなさ
れ、その結果「公共施設マネジメント≒施設総量の削減」といった風潮・
考え方が広まっていった。この手法のひとつとして位置付けられた PPP/
PFI も、PFI 法に基づく PFI が中心に据えられ、従来型手法と比較して
PFI を活用することで、どれだけコストが削減できるかといった VFM が
主たる指標として認知されてきた。この一連の考え方は、公共施設・イン
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フラが「負債」であることを前提としたネガティブアプローチであるため、
担当者だけでなく上司・首長・議員・市民が目を逸らしたくなる政策と位
置付けられてきてしまった。担当者・自治体は、短絡的総量縮減・ネガ
ティブアプローチで思考停止することに加え、総合管理計画、個別施設計
画、更に2021年 1 月付けの総務省文書により減価償却率なども含む総合管
理計画の見直しが求められ、計画づくりの無限ループに巻き込まれている。
　もちろん、人口減少や民間の様々なコンテンツが充実してきた現在、そ
して将来を見据えれば、まちなかにある公共資産に余剰が生じていること
は間違いない。そして、喫緊の課題としてかなりの量の公共資産を処分す
ることも自治体経営上、不可避である。しかし、総量削減一辺倒では前述
のようにまちの活力が喪失し、失望した人から順にまちから去っていく。
　だからこそ、総量縮減を粛々と実施しながらも、それをはるかに上回る、
質×量のオモロいプロジェクトを創出していくしかない。ただ、行政単独
ではこれを実現していくための資金が調達できず、必要なノウハウ・マン
パワーも持ち合わせていない。国が主導する社会資本整備総合交付金等に
依存した画一的な旧来型の「街づくり」では、金太郎飴のような無機質で
どこにでもある市街地が広がるだけで、まちとしては膨大な額が毎年
キャッシュアウトしていく。自分たちのまちを直視し、そのまちの地域プ
レーヤー・コンテンツと連携して、小さなことからでも多様で魅力的なプ
ロジェクトを構築し、経済的にも回していく自治体経営といった新たな

「まちづくり」をしていくしかない。今、必要なのは体裁・見栄えの良い
計画でも経済学的な理論でも机上の知識でもなく、ビジョンとコンテンツ
をベースにしたリアルなプロジェクトの展開である。

　本著は、教科書的な公共施設マネジメントとは一線を画し、実践に特化
したものである。PFI 法の解説やサウンディング型市場調査の手引き、総
量縮減目標の設定のための計算式などは、記載していない。公共施設・イ
ンフラはうまく利活用すれば「資産」として自治体経営・まちづくりに大
きく貢献しうることを前提に、筆者の経験や全国の自治体のクリエイティ
ブな事例を中心に紹介していく。これらの事例の背景やプロセス、様々な
エピソードも交えて、書籍として紹介できるギリギリまでリアルな情報を
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掲載している。著者自身も公務員時代、多くの自治体職員・民間事業者の
方々から様々な実践事例を紹介してもらいながら、そして連携しながら
ESCO 事業、包括施設管理業務、有料広告、随意契約保証型の民間提案制
度などを展開してきた。そうしたなかで重要だったのは、まちに対してど
れだけ真摯に取り組むのかといった姿勢や、庁内・市民・議会等の合意形
成におけるエピソード等を包み隠さず教えていただいたことだった。現在、
支援させていただいている自治体でも、協議したり難儀したりすることの
大半はテクニカルな事項ではなく、決断するための覚悟やルールづくり、
意思決定プロセスでの駆け引きなど非合理的な行政・社会での生々しいこ
とである。
　教科書的・理論的・合理的・経済学的にこの問題が処理できるのであれ
ば、本著の意味は全くないが、行政は世の中で思われている世界とは全く
異なる伏魔殿のような場であり、そんななかでコロナ時代を生き抜くため
には、リアルな決断力・パワー・仲間・資金が必要となる。

　本著は、「PPP/PFI の求められる背景」を皮切りに、様々な視点から実
践至上主義で PPP/PFI についての事例を中心に、「PPP/PFI の可能性」、
プロセスでの留意事項まで、全体のストーリー性も意識して構成している。
ただし、各項目は独立したコラム形式となっているので、どこから読んで
いただいても構わない。今、気になっているところから順に、あるいは実
務で必要となっているところ（と周辺）だけ読んでいただいても意味が通
じるように記載している。
　なお、本著は筆者自身の2021年 1 月時点までの経験・知見をベースにし
たものであり、内容でも触れているとおり、行政と民間の立ち位置は猛烈
な勢いで変わってきているし、全国各地でクリエイティブな事例も次々に
行われてきている。本著は決して PPP/PFI のバイブルでも教科書でもマ
ニュアルでもない。記されている事例はその時機・まちに合致したもので
あっても、完璧ではないし完成形でもない。まちや世の中が動いているこ
と、ふたつとして同じまちはないので、本著はあくまで参考でありヒント
になりうるもの、前向き・クリエイティブに考え実践するためのきっかけ
でしかない。ここで記された事例を劣化コピーしても、オリジナルと同じ
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ような効果は得られない。
　大切なのは、担当になった職員の方々が自分のまちでプロとして、公共
施設・インフラを「資産」と捉えて、堂々と多くの魅力的なプロジェクト
を地域プレーヤー・コンテンツと連携しながら自分たちの手で構築してい
くことである。
　PPP/PFI は生きる手段であり、必死になれば自ずと使っている。新し
い概念や仕事でも未知の分野でもなく、もちろん、暗いネガティブなもの
でもない。アカルイミライへ導くための手段のひとつであり、税金以外の
方法で資金調達し、地域コンテンツ・プレーヤーと連携していくクリエイ
ティブでポジティブなものであることは経験上、確信している。
　「自分ごと」として、本著を各地での実践のために活用していただける
ことを期待します。

2021年 ５ 月　寺沢　弘樹
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1 担当者、担当課を孤独にさせない

（1）担当課、担当者だけの問題ではない
　様々な自治体を見ているとプロジェクトの過程で度々、所管課・担当者
が窮地に追い込まれる場面に遭遇する。庁内の検討委員会で「どうなって
いるんだ」「いつまでにできるんだ」「これ以上のコストはかけられないっ
て言っているだろ」「地元と調整したのか」「そんなやり方で議会に説明で
きるのか」など怒号が飛び交い、たった数人の担当が吊し上げられる。更
に場面を変えれば市民説明会の場で、もちろん一部で賛同の声も寄せられ
るかもしれないが、特に廃止を伴う公共施設の再編では「廃止は反対だ」

「住民の声を聞いていない」「自分たちの楽しみを奪うのか」。新しい施設
を整備するにしても「税金の無駄遣いだ」「利用料は安くしろ」「いろんな
要素をもっと盛り込んで地域に還元しろ」と、説明会に出席した数人の職
員だけが責め立てられる。議会では「住民の合意を得たのか」「財政的に
大丈夫なのか」「地元事業者への配慮が足りない」「執行部の独断で議会軽
視だ」などと所管課の幹部職が糾弾される。これらの場面で共通するのは、
そのまちの行政職員のうち、ごくごく一部の職員・担当課だけが標的に
なってしまっていることである。
　では、なぜこのようなことになってしまうのだろうか、責任は一部の職
員・担当課だけにあるのだろうか。大概、このようなプロジェクトではビ
ジョンもコンテンツも十分に精査されることなく、「誰かが」思いついた
こと、知り合いの業者からの提案、過去に作った計画等で記載されていた
こと、議会の一般質問等を発端に他自治体の事例の劣化コピーで「やろ
う」となんとなく決めてしまっていることが多い。そして、その「なんと
なく」はコンサルタントへの業務委託などでそれらしい総花的・抽象的な
基本計画に取りまとめられ、「なんとなく」が「こんな感じに」「いつの間
にか」既成事実化されていく。
　こうした「なんとなく・こんな感じに・いつの間にか」が事務事業に変
換され、所管課へ業務として降り注ぐ。その時点では時間・予算・場所・
実施団体など様々な諸条件が、なぜかリアリティが欠如したまま課せられ
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ている。恐ろしいことに最悪の場合は、この問題を引き起こした張本人が
炎上の起爆装置のボタンを押してしまうこともある。

（２）自治体の良い例・悪い例
　東北地方のある自治体では、廃校になった中学校の利活用にあたり、地
元の一般社団法人が校舎の無償貸付を受けることになっていた。貸し付け
るために町では国の交付金を含めて約100百万円のコストを投じて、宿泊
機能などを持つ研修等に活用できる施設に改修した。この無償貸付に関す
る議案を議会へ提案するにあたり、担当課は「どのように対応すればいい
のか」「無償貸付に合理性はあるのか」「収益が見込める可能性もあるが、
その場合に無償貸付で良かったのか」「大規模改修等のコストやリスクが
町に残り続ける」等、多くの悩みを抱えていた。「これがこの町のスタン
ダートになった場合、今後も発生する廃校だけでなく不要となった公共施
設は、行政が事前に莫大な費用をかけて特定の民間事業者のために改修し、
更に長期にわたって無償貸付となってしまう」という根幹的な課題も認識
していた。
　幸いなことにこの町では、所管課だけでなくいろんな課が参加するワー
キンググループにおいて、この問題が提案されたことで様々な立場の職員
から多様なアイディアが出された。「本来の貸付料を算出し、それを貸付
先の社団法人とも共有したうえで、そこで提供されるサービスの価値が行
政から見て貸付料と同等であると示すことが前段で必要だろう」などのク
リエイティブなディスカッションが交わされた。更に「うちの課でも似た
ような案件が将来的に出そうなので、すごく勉強になった」といった共感
の声も出されている。
　同町の山の中にあるスケート場・体育館・グラウンド等の複合施設では、
補助金を活用してスケート場を再整備することが決定しているが、現行で
も7,000 〜 ８,000千円／年以上のキャッシュアウトが生じているうえ、改
修後の収支予測では利用者数を 2 倍以上に見積もっても10,000千円／年以
上がキャッシュアウトするとの試算が出された。担当者は「損益分岐点以
前にやらない方が良い」との認識を持っているが、この時点では担当だけ
で抱えられる・時間軸を戻せるレベルではない。そこで、前述のワーキン
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ググループを活用して「再整備・再開は既定路線となってしまっているが、
できる抵抗・可能性の模索としてトライアル・サウンディングを必死に
なって仕掛けてみたい」という提案がなされ、どのようなアクティビティ
が考えられるか、前向きに徹底的なディスカッションが行われた。
　関東のある自治体では、PFI 法に基づく PFI で SPC（特別目的会社）
により整備した斎場のモニタリングが思ったように機能しておらず、一部
は要求水準にも抵触する項目も存在しているが、SPC 内部の情報・認識
の共有も不十分でこの是正もままならない状況であった。担当者は他自治
体の事例やヒアリングなどを通じて、非常に専門性の高い詳細なモニタリ
ングシートの案などを独自に作成したが、運用が時間的・技術的に困難な
ことや SPC との関係もあるので、実効性や課題解決に向けた悩みを抱え
ていた。この件についても今後、インフラの包括を検討する部署なども参
加しながら現状の分析、これからできそうなことの項目の洗い出しなどを
丁寧に実施した。「議事録を徹底・共有すること」「市が職員として雇って
いる弁護士にも協議に参加してもらうこと」「抱えている課題が大きいの
で経営層とも適宜情報共有すること」「内閣府の PPP/PFI 推進室とも相
談すること」など、現実的でかつ実務的な今すべきことを検討した。この
ような選択肢が見えてきたことで、SPC 側にも課題意識が芽生えて交渉
の素地がつくられてきた。
　これらの事例の問題の発端は「意思決定に関わることができる誰か」が

「いろんな方面にいい顔をして約束してしまったこと」「軽い気持ちで口に
したこと」「深く考えずに計画等に記載したこと」にある。そして、「まち
と真剣に向き合わない」ままに、実現するための具体的な「ビジョンやコ
ンテンツを精査することもなかった」ことが原因、つまりプロ意識の欠如
した旧来型行政が抱える問題である。そして、そうしたことに関わった人
たちは、実現に向けた段階で実務から離れ評論家になり「どうなっている
んだ！　しっかりやれ！」と丸投げ・責任回避してしまう構図が繰り返さ
れる。そして、ごく少数の担当課・担当者だけが孤立し難問に向き合うの
である。
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（３）担当を孤立させないためのポイント
　この問題を防ぐためには、 ３ つのポイントがある。

①まわりの課・人を巻き込む
　 1 つ目は前述の 2 自治体のように、場合によってはそのプロジェクトに
直接関わらない職員も含めて車座になって、そのまちのプロとして「様々
な視点から徹底的にディスカッションしていくこと」である。三人寄れば
文殊の知恵ではないが、所管課は余計なものも含めてその問題についての
様々な情報・バックボーン・関連法令などを知りすぎていて、どうしても
既存の行政・自分たちで作ってきたしきたりの範囲内での発想・意見・結
論に陥りやすい。しかし、いろんな課の人たちが集まれば、素朴な疑問や
ピュアな発想、別の課の知見を加えることができる。一見、ディスカッ
ションが発散してしまうように見えるが、結果的には論点や解決すべきポ
イント、解決への道筋がだんだんと見えてくる。これは、常総市・南城
市・姫路市等での経験からみても、行政的な事情を斟酌しながら必要な交
通整理さえできれば間違いなく機能する。そして、このディスカッション
の経過は随時、それぞれの課で共有して「私は知らない・聞いていない」
と、時には原因者でありながら言い逃れする職員を発生させないことが重
要である。国土交通省が実施しているハンズオン支援はこうしたことを意
図しているようであるが、そこで派遣される一般のコンサルタントには非
合理的な行政の社会が理解できず、またその経験も十分に備わっていない
ことから、残念ながらこれまでも自治体の期待に沿う結果は出ていないの
が現実である。

②ビジョンとコンテンツを明確に
　 2 つ目のポイントは本著で強調しているように「ビジョンとコンテン
ツ」を先に整理する文化を身につけることとである。ひとつずつのプロ
ジェクトを構想する際に、事業手法の選択から入るのではなく、「なんの
ためにするのか」、そのプロジェクトによって「どんな夢を叶えたいの
か」を曖昧な言葉を排除し、庁内で共有することである。この過程でも検
討過程は幅広く情報共有し、特に経営層がきちんと当事者意識を持つこと
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ができるようにすること、経営層に責任を負う立場にいることを認識させ
ることが重要である。
　鴻巣市では包括施設管理業務の検討にあたり、現在の施設管理の課題な
どをワーキンググループで抽出し、叶えたい目標を五月雨式に抽出しなが
ら、そのなかで最大の目標を「事務（管理体制）の軽減・効率化」に定め
た。それ以外の「管理水準（仕様）の統一化」「修繕の予算確保・計画
性」は 2 番目、 ３ 番目の優先順位として、それ以外の地元事業者の活用や
コスト削減などは 4 番目以降とした。ここで定めた優先順位をベースにそ
れ以降のサウンディングの実施要領、採点表（案）なども作成したことか
ら、非常に論点のわかりやすい形になり結果的に多くの民間事業者が興味
を示し、執行部としての意思決定も的確に行われた。

③決め方を決めておく
　 ３ つ目のポイントは「決め方を決める」ことである。これは、上記 2 つ
のポイントを踏まえながら、うまくいかないことも含めて様々な経験を蓄
積したなかで構築するものなので、焦る必要はない。うまくいかない場合
は、「誰か」が「どこか」で「言い訳をしたり、嘘をついたり、知らん顔
をしたり、裏切ったり、責任転嫁したり」することが大半であり、テクニ
カルな理由でプロジェクトが頓挫することはないと言っても過言ではない。
行政の職員は圧倒的に高い事務処理能力を持っている。「やれ」と言われ
れば、必ず期限内に結果を出すことができる。逆に言えば、きちんと決め
ることができれば、様々なプロジェクトを実践することができる。この

「決め方」はまちの文化・風土・しきたり・経験等によって、そしてその
ときの人事配置・政治的な風向き等によっても大きく異なる。だからこそ、
いろんな経験を蓄積しながら「誰が・どうやって」決めるのかを決める必
要がある。そして、決めるべきことは「どういうプロジェクト」を「どの
ような体制で」「いつまでに」「どんな与条件で」「アウトプットはどうす
るのか」である。そして、この場で決定されたことは、その後の予算編成
過程や事業の詳細構築などでブレてはならない。常総市でも様々なプロ
ジェクトを経験したなかで、取り組みから約 2 年を経て FM 戦略会議や
ワーキンググループを位置付けすることとなった。


